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（
井
）

　
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
七
月
、
大
御
所
徳
川
家
康
・
将
軍
徳
川
秀
忠
・
二
条
昭
実
の
連
判
で
発
っ
せ
ら
れ
た
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」

十
七
条
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
取
組
ま
れ
て
き
た
と
は
決
っ
し
て
言
い
難
い
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
の
取
組
む
べ
き
研
究
課

題
は
、
少
く
も
二
つ
以
上
は
存
在
し
て
い
よ
う
。
課
題
の
一
っ
は
、
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
十
七
条
の
字
句
解
釈
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。

二
つ
は
、
こ
の
法
度
の
各
条
の
内
容
が
江
戸
時
代
を
通
し
て
実
際
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
明
か
に
す
る
作
業

で
あ
る
。
従
来
、
第
七
条
コ
、
武
家
之
官
位
者
可
レ
為
二
公
家
当
官
之
外
一
事
」
に
限
っ
て
は
、
そ
の
解
釈
や
実
際
の
機
能
、
政
治
的
な
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

置
づ
け
に
つ
い
て
朝
尾
直
弘
氏
な
ど
に
よ
っ
て
取
組
ま
れ
、
一
定
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
他
の
箇
条
と
な
る
と
、
依
拠

す
べ
き
研
究
蓄
積
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
到
底
言
え
な
い
現
状
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
に
つ
い
て
の
研
究
関
心
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

乏
し
か
っ
た
こ
と
の
上
に
、
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
各
条
の
字
句
解
釈
が
極
め
て
難
解
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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小
稿
は
、
こ
の
難
解
な
対
象
に
正
面
か
ら
立
ち
向
う
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
基
礎
的
な
、
一
歩
に
も
な
ら
ぬ
半
歩
を
踏
み
出
す
だ
け

の
、
今
後
の
広
範
な
研
究
を
待
つ
叩
ぎ
台
で
し
か
な
い
。
以
下
、
第
一
章
で
は
橘
（
大
塚
）
嘉
樹
の
著
し
た
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
の
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

釈
書
『
慶
長
公
家
諸
法
度
註
釈
全
』
の
う
ち
第
二
、
三
、
四
、
五
、
十
条
に
限
っ
て
史
料
紹
介
を
行
な
う
。
続
い
て
第
二
章
で
は
、
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

三
、
四
、
五
条
に
関
し
て
、
『
公
卿
補
任
』
を
素
材
に
、
実
態
に
則
し
た
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
小
稿
が
、
全
十
七
条
の
う
ち
右

の
五
箇
条
に
対
象
を
限
定
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
公
家
の
家
格
・
階
層
に
関
し
て
相
互
に
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
公
家

の
家
格
を
め
ぐ
っ
て
」
の
副
題
を
付
し
た
所
以
で
あ
る
。

2

一

　
こ
こ
で
は
、
橘
（
大
塚
）
嘉
樹
が
著
し
た
『
慶
長
公
家
諸
法
度
註
釈
　
全
』
の
中
か
ら
、
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
全
十
七
条
の
う
ち
、

第
二
・
三
・
四
・
五
・
十
条
の
五
箇
条
の
註
釈
を
史
料
紹
介
す
る
。
橘
嘉
樹
（
享
保
十
六
～
享
和
三
年
・
一
七
三
一
～
一
八
〇
三
）
は
、
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

家
の
滋
野
井
公
麗
・
高
倉
永
範
か
ら
装
束
・
調
度
の
指
導
を
受
け
、
ま
た
伊
勢
貞
丈
か
ら
公
家
故
実
を
学
ん
だ
有
職
故
実
家
で
あ
る
。

　
史
料
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
、
異
体
字
は
正
字
に
、
変
体
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。
ま
た
、
送
り
仮
名
・
ル
ビ
や
返
り
点
は
原
文
の
ま

ま
と
し
た
。

（
第
二
条
）
　
ノ
バ
　

ク
　
ニ
ニ
　

ニ
ル
　
ヲ
ヲ
ス
ニ

一
三
公
之
下
親
王
其
故
者
右
大
臣
不
比
等
着
一
一
舎
人
親
王
之
上
一
殊
舎
人
親
王
仲
野
親
王
贈
二
太
政
大
臣
一
穂
積
親
王
准
二
右
大
臣
［
是
皆
一
品

　
　
ノ
ル
ラ
ヲ
ハ
　

キ
ル

親
王
以
後
被
レ
贈
二
大
臣
一
時
者
三
公
之
下
可
レ
為
二
勿
論
一
歎



「禁中並公家諸法度」についての一考察

職
原
挑
日
三
公
叢
天
之
三
皇
謹
貼
鍵
轄
襲
脈
天
篁
昊
文
士
莫
有
巻
中
台
否
缶
囲
兀
為
コ
三
台
・
免
為
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ト
　

ノ
ニ
　

リ
　
　

キ
ハ
　

ニ
　
ヲ
へ

公
一
云
云
本
朝
三
公
者
太
政
大
臣
左
大
臣
右
大
臣
也
是
を
見
任
大
臣
云
又
令
外
官
内
大
臣
有
て
太
政
大
臣
無
時
左
右
大
臣
内
大
臣
加
て

三
公
・
す
鹸
駄
謡
翻
擁
鶉
臆
蜘
答
太
政
大
臣
あ
る
時
内
大
騒
・
毒
ま
肴
・
篤
講
な
き
事
な
れ
共
匙
亦
中
世
以
来
の

例
な
り
藩
原
擾
云
亙
太
政
大
臣
乏
時
鼻
突
臣
颪
鋳
躯
其
謂
↓
云
々
欺
殿
唖
雛
鍵
鶏
臥
鷲
礪
蒸
罐
麺
灘
唆
親
王

　
　
ノ
ニ
　
　

ノ
ヲ
　
ク
ト
ハ

と
ハ
令
御
註
日
本
朝
天
子
即
位
称
二
皇
帝
一
其
族
皆
王
其
中
以
先
二
兄
弟
一
日
二
親
王
一
二
世
以
下
正
日
レ
王
親
愛
也
姻
也
父
母
妻
子
兄
弟
日
ニ

　
ト
　
ノ
ニ
　
　
　
ヲ
　
ト
　
　
ノ
ノ
　
　
　
ト
シ
ル
ノ

六
親
一
之
義
也
宋
職
源
日
晴
皇
伯
叔
昆
弟
皇
子
是
為
二
親
王
一
唐
因
レ
之
云
々
本
朝
義
天
子
御
子
降
誕
ま
し
ま
せ
バ
皇
子
称
奉
其
皇
子
へ
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
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ト

王
た
る
べ
き
の
宣
下
あ
り
て
以
来
を
親
王
云
　
宣
下
な
き
時
ハ
何
ま
で
も
皇
子
と
称
す
る
例
也
法
親
王
云
事
ハ
皇
子
に
て
釈
門
へ
御
入

　
　
　
　
　
　
ノ
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シ

室
あ
り
て
御
得
度
後
に
親
王
宣
下
あ
る
を
法
親
王
称
し
奉
る
入
道
親
王
と
称
す
る
ハ
親
王
た
る
御
方
御
落
飾
あ
り
て
入
道
給
ふ
を
称
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
ヒ
　
　
ト

奉
る
な
り
皇
女
に
も
親
王
宣
下
あ
る
事
に
て
宣
下
の
後
ハ
内
親
王
と
称
し
奉
る
な
り
　
○
不
比
等
ハ
大
織
冠
鎌
足
公
第
二
子
に
て
正
二

価
右
大
臣
也
文
武
の
朝
に
奉
け
勅
諸
儒
と
共
に
律
令
を
撰
定
あ
り
厨
塒
卿
納
爾
来
元
明
元
璃
二
帝
に
奉
て
国
家
補
㊨
重
臣
た
り
養
老
二
太

　
　
　
続
日
本
紀
二
不
見
　
　
ニ
ケ

政
大
臣
に
任
ぜ
ら
る
＼
と
錐
も
固
辞
し
て
不
レ
受
と
云
へ
り
同
年
八
月
三
日
麗
ず
為
廃
朝
あ
り
て
朝
廷
哀
を
挙
賜
ふ
事
諸
臣
に
異
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
フ
く

同
十
月
太
政
大
臣
正
一
位
を
臨
賜
ふ
誰
し
て
文
忠
公
と
云
兼
て
近
江
十
二
郡
乎
封
し
賜
る
故
に
淡
海
公
称
せ
り
魔
就
砧
拠
灘
蝦
罐
靴
熔
敏
0
0

○
舎
人
親
王
続
日
本
紀
養
老
二
年
正
月
庚
子
詔
授
二
二
品
舎
人
親
王
一
品
一
四
年
八
月
四
日
詔
為
二
知
太
政
官
事
一
云
々
此
よ
り
舎
人
親
王

　
　
　
ノ
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

臣
下
見
任
列
加
り
賜
ひ
て
大
納
言
正
三
位
長
屋
王
の
上
に
列
し
賜
へ
り
然
し
て
長
屋
王
同
き
五
年
正
月
右
大
臣
従
二
位
に
転
し
賜
へ
共

舎
ん
親
王
ハ
覧
上
に
列
し
賜
へ
り
論
糎
又
替
森
天
平
七
年
±
月
乙
丑
知
太
政
官
事
一
・
叩
舎
人
親
養
遣
二
従
三
位
麓

王
笠
監
二
馨
事
瓦
儀
准
二
太
政
大
臣
一
云
々
乃
贈
二
太
政
大
臣
天
淳
中
原
肇
ん
天
轟
躾
之
第
量
子
也
云
々
仲
野
親
君

　
　
ノ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

武
天
皇
第
二
皇
子
に
て
二
品
式
部
卿
也
親
王
御
女
班
子
光
孝
天
皇
の
女
御
に
て
宇
多
天
皇
御
外
祖
た
る
に
依
て
貞
観
六
年
正
月
十
七
日

ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

莞
ら
る
あ
後
品
太
政
大
臣
贈
ら
る
と
紹
運
録
に
見
た
り
暁
醗
難
難
霧
纈
螺
簸
稼
瀦
綾
鐘
鐸
難
艶
整
擬
験
姫
嚥
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ノ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
ニ

醐纒

@厳

B
雛
○
穂
積
親
王
天
武
天
皇
第
五
皇
子
に
て
慶
雲
二
年
九
月
三
日
為
二
知
太
政
官
事
一
同
三
年
二
月
辛
巳
准
二
右
大
臣
一
賜
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
ノ
カ
ミ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ノ

李
禄
一
繊
細
公
卿
補
任
考
る
に
当
親
王
知
太
政
官
事
為
り
賜
以
来
ハ
其
座
次
左
大
臣
正
二
位
石
上
麻
呂
右
大
臣
正
二
位
藤
原
不
比
等

L
在
な
り
和
銅
八
年
正
月
吉
叙
二
一
最
同
七
月
＋
二
晃
労
＋
二
年
云
々
譜
躰
羅
臆
廿
以
上
親
L
三
築
た
・
べ
き
・
の
式
皇

　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

に
不
比
等
ハ
舎
人
親
王
の
上
に
着
き
賜
ひ
た
る
事
と
舎
人
親
王
以
下
麗
せ
ら
れ
た
る
後
太
政
大
臣
を
贈
ら
る
＼
の
事
又
穂
積
親
王
は
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

大
臣
に
准
ぜ
ら
れ
た
る
事
を
挙
ら
る
＼
也
依
て
不
比
等
を
始
め
件
の
親
王
御
方
御
小
伝
の
公
卿
補
任
続
日
本
紀
紹
運
録
等
見
え
た
る
趣

を
雑
纂
す
る
な
り
壌
藩
魏
講
罐
罐
赫
慰
響
筋
蜷
難
篶
猿
鵠
鶏
嬰
麗

4

親
王
之
諦
官
之
大
臣
三
公
在
官
之
内
者
苞
親
王
之
上
詳
表
之
後
者
勇
為
ガ
摩
羨
諸
親
王
低
儲
嚢
肌

　
　
　
　
　
ノ
ヲ
　
シ
　
　
　
　
　
チ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ノ

前
官
と
ハ
大
臣
官
辞
退
給
ふ
人
を
云
乃
前
太
政
大
臣
等
な
り
尤
三
公
当
官
内
ハ
親
王
よ
り
上
た
る
事
な
れ
共
其
三
公
官
を
辞
し
給
ふ
の

上
表
以
後
ハ
親
L
次
座
に
着
き
給
ふ
べ
し
と
の
事
也
　
○
辞
表
と
ハ
大
臣
の
官
を
辞
退
し
給
ふ
時
ハ
表
文
を
奉
て
　
勅
許
を
講
ふ
事
な

　
ノ
　
ア
ヲ
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

り
其
表
文
辞
表
云
ふ
也
是
上
表
し
て
見
任
を
辞
退
す
る
と
云
略
称
な
り
故
に
辞
表
の
事
を
上
表
と
許
も
称
す
る
な
り
其
辞
表
の
文
ハ
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

朝
文
粋
に
多
あ
り
　
○
其
次
諸
親
王
と
ハ
皇
子
御
連
枝
の
外
に
親
王
宣
下
を
蒙
玉
ふ
御
方
又
釈
門
へ
御
入
室
の
度
或
ハ
御
養
子
或
ハ
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

猶
子
と
成
給
ひ
て
得
度
し
給
ふ
後
親
王
の
宣
下
を
蒙
り
玉
ふ
法
親
王
の
御
方
を
付
て
諸
親
王
と
申
奉
な
り
　
○
但
し
儲
君
各
別
と
あ
る

ハ
儲
君
と
は
皇
李
に
島
給
ふ
べ
き
皇
子
を
先
親
王
の
宣
下
あ
り
て
儲
君
矧
宣
下
あ
る
を
云
ふ
皇
太
子
と
山
蕎
ふ
に
ハ
先
立
后
の
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ

あ
り
て
御
母
た
る
方
女
御
た
り
共
准
后
成
給
ふ
方
な
り
共
或
ハ
内
侍
方
成
共
新
に
皇
后
の
宣
下
を
下
さ
れ
て
国
母
崇
ら
る
＼
の
式
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

夫
を
立
后
と
称
す
夫
よ
り
坊
官
の
除
目
あ
り
て
伝
学
士
並
大
夫
以
下
の
除
目
等
あ
る
事
に
て
忽
卒
な
ら
ざ
る
事
ゆ
ゑ
其
皇
子
未
だ
被
裸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

に
在
す
内
に
て
も
又
は
他
の
御
由
縁
あ
る
子
に
て
も
御
世
継
定
ら
れ
て
親
王
宣
下
あ
る
を
儲
君
と
申
奉
な
り
如
此
な
る
子
細
ま
し
ま
す



を
以
て
仮
令
真
実
の
睾
又
御
連
枝
な
・
ず
生
孫
藷
親
王
・
ハ
各
別
・
申
妻
・
翼
巌
繍
妊
鐘
釜
幾
麗
耀
携

能
く
わ
か
る
な
り
去
れ
共
諸
本
諸
親

王
と
あ
る
ゆ
ゑ
諸
親
王
を
以
て
注
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
可
為
次
位
」

　
ノ

前
官
大
臣
関
白
職
再
任
之
時
者
摂
家
之
内
為
位
次
事

「禁中並公家諸法度」についての一考察

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ

摂
家
と
は
摂
政
関
白
任
し
給
ふ
家
事
に
て
当
時
所
レ
謂
近
衛
九
条
二
条
一
条
鷹
司
五
家
な
り
故
に
五
摂
家
と
云
中
古
以
往
ハ
執
政
の
職

ハ
賢
才
藻
て
器
用
を
挙
て
登
用
職
儀
在
ま
せ
し
に
大
織
冠
六
世
閑
院
冬
嗣
蕎
子
太
政
大
臣
良
房
公
難
署
和
蚕
御
外
祖
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

る
上
賢
良
方
正
に
し
て
国
家
補
佐
徳
量
あ
る
を
以
文
徳
天
皇
御
遺
詔
あ
り
て
周
公
旦
故
事
成
王
を
佐
て
斧
辰
を
椅
て
政
を
摂
し
給
へ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

の
義
に
倣
て
清
和
天
皇
御
幼
稚
た
り
と
云
ど
も
寳
柞
を
継
奉
り
良
房
公
主
上
に
代
て
万
機
を
摂
給
へ
り
其
よ
り
相
継
て
良
房
公
の
御
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
ノ

太
政
大
臣
基
経
公
鯛
棺
訟
掛
髄
托
飢
肺
枇
舩
麓
効
膿
ひ
搬
砺
除
砒
聯
糊
釈
撒
聯
班
賑
狼
松
清
和
天
皇
陽
成
天
皇
光
孝
天
皇
宇
多
天
皇
四
帝
執
政
と
成
賜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ノ
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

へ
り
是
よ
り
以
来
執
政
の
職
は
藤
氏
に
帰
し
て
昭
宣
公
の
御
子
孫
末
代
我
朝
補
佐
臣
成
賜
へ
り
然
し
て
昭
宣
公
清
和
陽
成
二
帝
の
朝
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

摂
政
の
儀
忠
仁
公
の
如
く
在
せ
し
か
ど
も
光
孝
天
皇
寳
算
長
ぜ
さ
せ
賜
ひ
て
旺
研
晦
臓
即
位
あ
り
し
か
バ
干
レ
時
幼
主
の
儀
に
非
平
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

て
上
表
し
て
摂
政
の
職
を
辞
申
さ
る
＼
事
再
応
な
れ
共
曾
て
勅
許
の
義
な
く
し
て
然
ら
バ
猶
万
機
を
関
白
し
て
天
下
の
庶
政
摂
政
如
く

　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

な
る
べ
し
と
の
　
宣
下
蒙
り
賜
ふ
よ
り
以
来
摂
政
の
号
を
止
ら
れ
て
関
白
と
称
す
る
事
に
成
た
り
是
後
又
例
な
り
て
幼
帝
の
御
時
は

　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
キ
ミ
　
　
カ
へ

駄瓢

m娯

瑞
ﾛ
政
と
称
御
成
人
の
後
は
摂
政
を
辞
表
あ
る
也
此
辞
表
乎
復
辟
奏
と
号
す
復
は
カ
ヘ
ス
の
謂
辟
は
君
と
云
事
て
政
を
辟
へ
復

す
の
表
奏
肇
讐
共
復
臥
表
と
も
云
也
復
辟
の
義
あ
れ
ば
必
又
関
白
の
宣
下
あ
る
事
定
れ
る
儀
な
り
○
摂
碁
は
法
性
寺
殿
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ

の
御
子
基
実
公
翫
備
の
と
其
御
弟
兼
実
公
倣
鹸
嫁
二
流
の
み
な
り
し
を
文
永
弘
安
の
頃
九
条
家
よ
り
二
条
一
条
二
流
を
分
建
長
中
に
又

5



　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

近
衛
家
よ
り
鷹
司
の
流
出
賜
て
是
よ
り
摂
籐
の
家
五
流
と
な
れ
り
北
条
時
宗
が
執
権
専
の
時
の
義
な
り
爾
来
此
五
流
を
摂
家
と
も
執
柄

　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

家
と
も
号
て
五
家
相
互
官
途
の
藷
次
よ
て
摂
鑛
の
　
詔
を
蒙
り
賜
ふ
事
な
り
　
○
以
上
の
家
例
を
以
て
宿
徳
才
器
を
以
て
当
職
に
補
し

　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

賜
ふ
事
な
れ
バ
若
当
時
見
任
大
臣
に
摂
関
た
る
べ
き
人
な
け
れ
バ
前
宮
の
摂
家
の
中
よ
り
再
任
し
賜
ふ
事
あ
り
因
て
其
再
任
し
賜
ふ
事

ハ
当
時
前
官
の
中
に
て
相
互
に
位
次
の
上
首
な
る
人
へ
宣
下
あ
る
べ
し
と
の
事
な
り

6

（
第
三
逢

一
清
華
大
臣
辞
表
之
後
座
位
可
レ
為
二
諸
親
王
之
次
座
一
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
フ

清
華
と
云
は
久
我
鮒
趾
三
条
繭
雛
繍
岨
嚇
ス
西
園
寺
糊
院
徳
大
寺
阯
に
花
山
院
大
炊
御
門
糀
馳
今
出
川
繭
瀞
掛
称
ス
以
上
ヲ
七
清
華
云
又
近
代
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ウ
ヤ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス

幡
妊
獺
納
瀬
氏
醍
醐
伽
際
罧
此
二
家
を
加
て
九
清
華
也
是
を
英
雄
家
と
も
又
華
族
と
も
云
又
摂
家
よ
り
ハ
凡
家
称
各
納
言
の
時
よ
り
右
大

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

将
を
兼
任
し
て
大
臣
昇
り
太
政
大
臣
を
前
途
と
し
賜
也
　
○
此
九
流
の
清
華
ハ
大
臣
の
間
ハ
親
王
の
上
た
る
事
勿
論
な
り
然
て
辞
表
の

後
ハ
諸
親
羨
座
た
る
べ
き
と
の
事
な
り
塒
謹
鵬
．
○
清
華
の
外
に
大
臣
家
と
云
に
三
流
あ
り
正
親
町
三
条
西
三
亀
院
家
也
正

　
　
　
　
　
　
ハ
な
　
　

ノ
　

ノ
ニ
　
ノ
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

親
町
三
条
西
三
条
各
閑
院
の
流
也
中
院
は
久
我
別
流
て
村
上
源
氏
な
り
此
三
家
羽
林
家
の
中
な
れ
共
三
条
西
の
家
ハ
右
大
臣
に
進
正
親

　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク

町
三
条
中
院
ハ
内
府
を
先
途
と
し
賜
故
に
必
大
臣
た
る
の
義
を
以
て
大
臣
家
と
云
然
共
摂
関
の
事
ハ
勿
論
に
て
清
華
の
如
大
将
を
も
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
ノ

賜
ふ
事
な
き
に
依
て
俗
に
空
大
臣
共
云
な
り
此
外
羽
林
名
家
又
諸
大
夫
家
に
て
も
時
々
勢
を
得
る
人
は
内
大
臣
に
も
昇
賜
家
間
々
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

と
云
へ
と
も
夫
ハ
濯
遁
の
事
に
て
家
例
と
ハ
せ
ず
故
に
大
臣
家
の
列
へ
も
加
さ
る
な
り
以
上
三
流
の
大
臣
並
に
蓬
遁
任
椀
せ
し
人
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

も
大
臣
見
任
の
間
は
親
王
上
に
着
辞
表
の
後
ハ
諸
親
王
の
次
座
た
る
事
尤
清
華
に
薔
事
な
し
徽
姫
鰍
に
期
如
岬
併
羅
鎚
磯
醜
輔
髄
楓
殿
勘
鐸
僻
働

と
も
に
親
王
と
座
次
の
義

あ
れ
ば
事
の
趣
を
補
注
す



（
第
四
条
　
モ
）
’
ト
　
　
キ
ノ
　
　
　
ラ
ル
セ
　
　
・
ヤ
・
ヤ

一
錐
レ
為
二
摂
家
一
無
二
其
器
用
一
者
不
レ
可
レ
被
レ
任
二
三
公
摂
関
一
況
其
外
乎

器
用
と
ハ
器
量
才
用
な
り
仮
令
摂
黎
な
・
人
な
・
と
も
天
下
を
麓
肇
騒
器
用
な
き
人
ハ
三
残
も
任
ず
べ
か
ら
羨
況
や
摂
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ス

の
職
ハ
猶
更
に
宣
下
あ
る
ま
じ
と
の
義
な
り
摂
家
す
ら
如
レ
右
な
れ
ば
其
他
は
勿
論
事
と
云
へ
る
文
な
り
其
他
と
ハ
清
華
家
を
斥
な
り

蜘
他
と
云
よ
り
以
下
は
三
公
に
任
ぜ
ら
る
＼
事
也

藏
騰
之
御
仁
体
錐
レ
被
レ
及
二
老
年
峠
三
公
摂
関
不
レ
可
レ
有
二
辞
表
疸
錐
レ
有
レ
辞
表
可
レ
有
・
再
任
事

文
撃
細
な
し
不
レ
及
レ
誌
．
ぎ
ボ
摂
関
再
職
あ
・
事
三
ケ
度
四
ケ
監
・
例
あ
り
況
や
三
公
凹
荏
の
妥
例
尤
間
々
あ
り

「禁中並公家諸法度」についての一考察

癖
雛
昇
進
之
次
第
其
，
家
々
守
二
旧
俄
可
二
軋
も

諸
家
と
云
ふ
時
ハ
摂
家
を
始
め
清
華
大
臣
家
羽
禁
名
家
諸
大
夫
家
或
ハ
羽
林
名
家
の
外
家
々
羅
罷
鷲
齪
踊
窮
鯉
薪
瀦
頚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

罐
畷
儒
門
諸
轟
鶏
礪
齪
饗
其
昇
進
任
叙
の
事
元
服
昇
殿
の
度
よ
り
碁
家
流
の
旧
例
を
以
て
申
文
を
撃
へ
届
け
て
天
聴

へ
達
し
家
例
の
前
蹴
に
随
て
勅
許
を
蒙
り
任
叙
あ
る
事
な
り
も
し
其
家
の
例
中
絶
闘
如
等
の
事
あ
れ
バ
佗
の
同
等
の
家
例
を
以
て
申
語

ふ
事
あ
り
こ
れ
を
傍
例
と
も
云
へ
り
申
文
の
事
を
小
折
紙
と
も
云
其
申
文
の
認
め
様
等
ハ
其
家
々
の
古
実
に
よ
り
賜
ふ
事
と
云
へ
り
古

ハ
叙
任
除
目
臨
時
除
目
酔
樵
甜
坊
官
除
目
宮
司
除
目
等
其
余
毎
事
除
目
叙
位
の
儀
あ
り
て
任
叙
の
勅
許
を
蒙
り
た
る
こ
と
な
り
況
や
大

臣
を
任
せ
ら
る
＼
に
至
て
ハ
節
会
を
行
ハ
る
＼
事
に
て
殊
に
以
て
厳
か
な
る
事
共
な
り
然
る
に
今
の
世
ハ
除
目
叙
位
の
事
も
な
け
れ
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

唯
消
息
宣
下
と
て
除
目
も
叙
位
も
職
事
よ
り
　
勅
許
の
趣
き
を
申
沙
汰
あ
る
事
な
り

7



シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
ノ
　
　
ヲ

但
学
問
有
職
歌
道
令
二
勤
学
一
其
外
於
レ
積
二
奉
公
労
一
者
錐
レ
為
二
超
越
一
可
レ
被
レ
成
二
御
推
任
御
推
叙
一

8

学
問
の
事
は
天
子
御
学
問
と
云
の
条
に
註
す

有
職
と
ハ
礼
記
甑
運
日
故
国
有
礼
官
有
御
事
有
職
礼
有
序
云
云
栴
村
載
筆
日
有
職
は
禁
中
の
作
法
公
事
政
に
な
れ
た
る
事
な
り
或
ハ
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

識
と
も
書
云
々
　
○
歌
道
禁
秘
抄
に
云
歌
ハ
錐
レ
為
二
綺
語
一
我
国
習
俗
也
云
云
几
和
歌
の
事
は
公
家
の
嗜
ミ
て
仮
令
バ
武
家
の
軍
術
弓

箭
を
学
が
如
し
精
粗
可
否
を
撰
バ
す
入
毎
に
習
学
あ
る
義
也
其
中
に
て
も
堪
能
の
人
ハ
其
名
誉
を
褒
賞
あ
る
事
な
り
近
世
烏
丸
光
広
卿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
シ
マ
ス

中
院
通
躬
公
な
ど
世
に
師
範
た
る
の
人
々
な
り
近
く
ハ
明
和
中
有
栖
川
職
仁
親
王
ハ
当
道
の
名
誉
に
在
御
に
よ
て
御
師
範
の
詔
を
蒙
り

賜
ひ
て
御
一
代
御
家
領
を
増
秩
あ
る
等
の
事
各
褒
賞
を
賜
へ
る
な
り
奉
公
の
労
を
積
賜
ふ
ハ
古
へ
よ
り
其
例
多
き
事
に
て
数
へ
尽
し
難

し
全
く
の
近
代
を
云
ヘ
バ
柳
原
光
綱
卿
多
年
武
家
　
伝
奏
の
有
功
あ
る
を
以
て
所
労
危
急
の
期
に
及
て
従
一
位
の
勅
許
を
蒙
り
賜
ひ
広

橋
兼
胤
公
ハ
是
亦
武
家
伝
奏
三
十
年
の
労
を
以
て
伝
奏
中
に
大
納
言
の
還
任
両
度
の
上
従
一
位
に
叙
せ
ら
れ
剰
へ
辞
職
の
後
准
大
臣
の

宣
下
を
蒙
り
賜
ふ
の
事
各
其
奉
公
の
労
を
積
賜
ふ
故
な
り
以
上
の
類
は
超
任
越
階
の
義
に
拘
ら
ず
御
推
任
御
推
叙
柳
も
異
論
な
き
事
な

り
御
推
任
御
推
叙
と
ハ
各
申
文
を
上
ら
ず
し
て
上
ミ
よ
り
任
叙
を
成
し
下
さ
る
＼
事
な
り

　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
ニ
　
　
　
ノ

下
道
真
備
錐
レ
為
二
従
八
位
下
一
依
レ
有
二
才
智
誉
一
右
大
臣
揮
任
尤
規
模
也
蛍
雪
之
功
不
レ
可
二
棄
掲
一
事

　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス

続
日
本
紀
日
宝
亀
六
年
冬
十
月
壬
戌
前
右
大
臣
正
二
位
勲
二
等
吉
備
朝
臣
真
備
卒
右
衛
士
少
尉
下
道
朝
臣
国
勝
之
子
也
霊
亀
二
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

十
二
日
従
レ
使
入
レ
唐
留
学
受
レ
業
研
二
覧
経
史
一
誤
渉
二
衆
芸
一
我
朝
学
生
播
二
名
唐
国
一
者
唯
大
臣
及
朝
衡
二
人
而
已
欄
繭
趾
伽
輌
儲
天
平
五

　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

年
帰
朝
授
二
正
六
位
下
一
拝
二
大
学
助
一
云
々
靴
舩
顯
姻
疎
叢
駄
勘
妨
臨
騨
盈
収
紐
款
轍
肝
倣
騨
岡
鋤
舷
駒
赦
莞
時
年
八
十
三
肝
塒
匪
に
嘘
其
始
め
従
八
位



下
た
る
の
事
ハ
国
史
公
卿
補
任
と
も
に
不
レ
詳
恐
く
ハ
正
六
位
下
の
あ
や
ま
り
に
や
　
○
規
模
と
ハ
規
矩
模
範
と
て
人
の
鑑
と
な
る
事

本
を
以
て
榔
を
作
り
竹
を
以
轟
と
す
る
が
如
し
万
世
不
朽
の
誉
な
る
事
を
矩
模
急
難
○
蛍
雪
の
功
と
ハ
叢
胤
家
幕
不
レ

得
レ
油
夏
月
練
嚢
監
薮
壷
火
ガ
照
響
又
孫
康
蕎
無
レ
油
農
レ
雪
読
レ
圭
即
云
一
本
襟
に
是
よ
り
し
て
苦
学
す
る
事
を
蛍
雪
の
功
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
テ

へ
る
な
り
　
○
棄
揖
ハ
ニ
字
共
に
す
っ
る
と
訓
し
て
畢
寛
学
問
道
ハ
必
棄
廃
す
べ
か
ら
ず
と
云
事
な
り
頑
期
蚕
馨

二

「禁中並公家諸法度」についての一考察

「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
第
二
、
三
、
四
、
五
、
十
条
の
註
釈
を
前
章
で
紹
介
し
た
が
、
本
章
で
は
そ
れ
ら
諸
点
に
関
し
て
、
『
公
卿
補
任
』

の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
実
態
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
検
討
を
試
み
た
い
。
つ
い
て
は
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
の
出

さ
れ
た
そ
の
年
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で
を
考
察
の
対
象
に
し
よ
う
と
思
う
。
元
和
元
年
の
『
公
卿
補

任
』
に
は
、
ま
だ
徳
川
家
康
・
秀
忠
や
上
杉
景
勝
な
ど
武
家
の
名
前
も
見
出
せ
る
が
、
そ
れ
ら
は
散
位
の
中
に
大
部
分
は
記
さ
れ
て
お
り
、

現
官
に
は
参
議
に
松
平
忠
直
・
伊
達
政
宗
・
前
田
利
光
の
三
名
が
記
さ
れ
る
の
み
で
、
以
下
に
検
討
す
る
観
点
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

や
が
て
武
家
官
位
は
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
第
七
条
コ
武
家
之
官
位
者
、
可
レ
為
二
公
家
当
官
之
外
一
事
」
の
通
り
、
元
和
五
年
を
最

後
に
、
一
切
『
公
卿
補
任
』
か
ら
消
え
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
元
和
元
年
か
ら
を
検
討
対
象
に
す
る
。

　
ま
ず
、
摂
家
に
つ
い
て
『
公
卿
補
任
』
を
通
し
た
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
第
四
条
「
錐
レ
為
二
摂
家
一

無
二
其
器
用
一
者
不
レ
可
レ
被
レ
任
二
三
公
摂
関
一
況
其
外
乎
」
に
関
し
て
、
摂
家
で
あ
り
な
が
ら
三
公
・
摂
政
．
関
白
に
任
じ
ら
れ
な
い
例
が

あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
実
際
に
そ
の
器
量
・
才
用
が
問
わ
れ
て
の
こ
と
な
の
か
、
こ
れ
ら
を
実
態
に
則
し
て
検

9
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す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
表
の
五
摂
家
任
官
例
ω
～
㈲
を
参
照
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
る
。
ま
ず
ω
近
衛
家
の
場
合
左
大
臣
・
摂
関
に
任
じ
ら
れ
な
か
っ
た
例
に
、

近
衛
経
煕
（
師
久
）
・
基
前
の
二
例
が
あ
る
。
こ
の
近
衛
経
煕
が
左
大
臣
・
摂
関
に
な
れ
な
か
っ
た
の
は
、
各
官
の
昇
進
平
均
年
令
に
達
っ

す
る
以
前
に
、
病
気
が
ち
で
や
が
て
死
去
し
た
こ
と
が
理
由
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
近
衛
基
前
の
場
合
も
同
様
に
、
摂
関
任
官
平
均
年
齢
の

頃
に
三
八
歳
で
死
ん
だ
こ
と
が
、
摂
関
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
②
九
条
家
の
場
合
を
検
討
し
よ
う
。
九
条
兼
晴
は
三
七
歳
で
死
に
、
摂
関
任
官
平
均
年
齢
に
達
っ
し
な
か
っ
た
た
め
、
摂
関
に

任
じ
ら
れ
な
か
っ
た
例
で
あ
る
。
ま
た
、
九
条
師
孝
（
二
五
歳
死
去
）
・
幸
教
（
二
九
歳
死
去
）
・
植
基
（
十
九
歳
死
去
）
・
道
前
（
二
五
歳
死

去
）
・
輔
家
（
十
七
歳
死
去
）
・
輔
嗣
（
二
四
歳
死
去
）
・
幸
経
（
三
七
歳
死
去
）
の
九
条
家
歴
代
当
主
は
い
ず
れ
も
早
死
し
た
た
め
に
権
大
納
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言
か
内
大
臣
に
止
ま
っ
た
も
の
で
、
早
逝
の
他
の
理
由
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
に
し
て
も
九
条
家
当
主
の
か
ほ
ど
に
連
続
し
て
の
早
逝
は

他
の
摂
家
に
は
見
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
九
条
師
孝
の
死
後
、
弟
の
幸
教
が
養
子
と
な
っ
た
が
早
逝
。
幸
教
の
子
息
植
基
も
早
逝
す
る

と
、
止
む
な
く
、
師
孝
・
幸
教
の
弟
で
随
心
院
門
跡
と
な
っ
て
い
た
尚
実
を
還
俗
さ
せ
て
九
条
家
当
主
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
九

条
輔
家
の
早
逝
後
は
、
二
条
治
孝
の
次
男
輔
嗣
を
養
子
に
迎
え
、
輔
嗣
も
早
死
す
る
と
さ
ら
に
二
条
治
孝
の
末
男
尚
忠
を
養
子
と
し
て
、

九
条
家
を
相
続
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
相
つ
ぐ
当
主
の
早
逝
は
、
家
の
断
絶
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
隆
盛
と
は
ほ
ど
遠
い
状
態
に
置
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い
た
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
㈹
一
条
家
の
場
合
は
、
左
大
臣
に
な
っ
て
い
な
い
当
主
は
三
人
い
る
。
一
条
教
輔
・
兼
輝
・
実
通
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
兼
輝
は
、

右
大
臣
の
ま
ま
左
大
臣
近
衛
基
煕
を
越
え
て
関
白
に
任
官
（
越
官
）
し
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
一
条
実
通
は
十
八
歳
で
早
逝
。
そ
の
点
一

条
教
輔
は
、
二
七
歳
で
右
大
臣
を
辞
官
し
た
ま
ま
、
宝
永
四
年
、
七
五
歳
で
死
ぬ
ま
で
散
位
で
通
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
多
面
的
に
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
コ
条
家
家
譜
」
に
「
長
病
に
よ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
一
条
忠
香
は
、
四
八
歳
で
左
大
臣
に
任
官
し
た
ま
ま
、
五
二
歳
で
死
ん
で
お
り
、
摂
関
に
就
い
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
一
条
忠
香
は
、
摂
家
五
家
と
も
に
平
均
二
十
数
歳
で
任
官
す
る
内
大
臣
に
、
四
七
歳
で
任
官
（
内
大
臣
任
官
最
年
長
）



す
る
ま
で
大
納
言
に
す
え
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
異
例
で
あ
っ
た
が
、
同
様
に
四
八
歳
で
な
っ
た
左
大
臣
の
ま
ま
五
二
歳
の

死
去
ま
で
摂
関
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
異
例
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
単
純
に
言
え
ば
鷹
司
政
通
が
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
か
ら
安
政

三
年
（
一
八
五
六
）
ま
で
の
三
四
年
間
、
摂
関
の
地
位
に
あ
り
続
け
た
た
め
で
あ
る
と
言
え
る
。
五
摂
家
の
摂
関
在
官
期
間
は
平
均
八
年
余

り
で
あ
る
こ
と
か
ら
比
較
し
て
も
、
そ
の
鷹
司
政
通
の
長
期
任
官
は
異
例
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
長
期
の
関
白
任
官
と
な
っ
た
の
か
の

検
討
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
が
一
条
忠
香
の
任
官
昇
進
を
阻
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
点
の
み
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
さ
て
続
い
て
ゆ
二
条
家
に
対
象
を
移
そ
う
。
左
大
臣
・
摂
関
に
な
れ
な
か
っ
た
二
条
宗
煕
（
二
一
歳
死
去
）
・
宗
基
（
二
八
歳
死
去
）
・
重

辮
ら
　
団
満
蕩
中
瞬
豊
（
口
熟
珊
）
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下
興
－
§
叫

一
ω
曾
幽
並

良
（
十
八
歳
死
去
）
・
斉
通
（
十
八
歳
死
去
）
ら
の
歴
代
当
主
は
、
と
も
に
早
逝
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
由
と
な
る
。
で
は
、
二
条
治
孝
が
四
三

歳
で
左
大
臣
に
な
り
な
が
ら
、
六
一
歳
ま
で
摂
関
の
任
官
の
機
会
が
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
同
様
に
、
二
条
斉
信
が
三
七
歳

で
左
大
臣
に
任
官
後
、
摂
関
に
な
る
こ
と
な
く
六
十
歳
で
死
ん
で
い
っ
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
前
述
の
一
条
忠
香

の
例
と
同
様
に
、
と
も
に
前
任
の
摂
関
に
長
期
に
わ
た
っ
た
任
官
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
鷹
司
政
煕
（
十
九
年
聞
）
．
鷹

司
政
通
（
三
四
年
間
）
の
長
期
任
官
が
、
後
に
続
く
摂
家
当
主
の
摂
関
任
官
を
と
ど
め
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
二
条
家
の
場
合
は
江
戸
時
代
前
期
（
元
和
元
年
よ
り
）
の
五
〇
年
間
に
、
二
六
年
余
り
と
最
も
長
く
擬
関
を
占
め
た
が
、

二
条
光
平
の
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
を
最
後
に
、
享
保
期
の
二
条
綱
平
、
元
文
期
の
二
条
吉
忠
の
合
わ
せ
て
五
年
余
の
摂
関
任
官
が
あ
る

だ
け
で
、
幕
末
の
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
ま
で
、
二
条
家
の
摂
関
任
官
は
無
い
。
江
戸
時
代
後
半
期
の
打
ち
続
く
当
主
の
早
逝
が
一
っ
の
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理
由
と
な
る
が
、
も
う
一
っ
、
鷹
司
家
の
長
期
摂
関
任
官
が
理
由
と
な
ろ
う
。

　
さ
い
ご
に
㈲
鷹
司
家
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
鷹
司
房
煕
（
二
一
歳
死
去
）
・
基
輝
（
十
七
歳
死
去
）
の
早
逝
例
が
他
家
と
同
様
に
存
在
す

る
。
そ
れ
以
外
の
例
と
し
て
は
、
鷹
司
教
平
が
摂
関
に
任
官
さ
れ
な
か
っ
た
点
に
着
目
さ
れ
る
。
鷹
司
教
平
は
左
大
臣
辞
任
後
に
長
病
の

記
述
が
見
ら
れ
る
点
か
ら
、
健
康
上
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で
の
二
五
二
年
間
で
、
鷹
司
家
の
摂
関
任
官
期
間
を
合
計
す
る
と
約
八

〇
年
間
に
な
り
五
摂
家
中
最
長
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
江
戸
時
代
の
お
よ
そ
三
分
一
弱
は
鷹
司
家
が
摂
関
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
近
衛
家
は
約
五
七
年
間
、
一
条
家
は
約
五
〇
年
間
、
二
条
家
は
約
三
六
年
間
、
九
条
家
は
二
八
年
間
余
り
、
摂
関
を
占

め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
鷹
司
家
が
摂
関
任
官
最
長
と
な
っ
た
の
も
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
以
降
の
政
煕
・
政
通
父
子
の
異
例
の
長
期

任
官
（
五
二
年
余
）
が
原
因
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
五
摂
家
の
各
々
に
っ
い
て
、
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
第
四
条
が
適
用
さ
れ
て
い
た
か
否
か
を
中
心
に
検
討
し
た
。
五
摂
家
で

摂
関
・
左
大
臣
に
な
れ
な
か
っ
た
例
の
多
く
は
、
早
逝
の
た
め
に
任
官
平
均
年
齢
に
到
達
以
前
に
死
ん
だ
た
め
で
あ
っ
た
。
五
摂
家
の
歴

代
当
主
で
、
摂
関
の
地
位
に
就
か
な
か
っ
た
人
数
は
、
合
計
二
二
人
（
当
主
で
明
治
維
新
を
迎
え
た
た
め
に
摂
関
任
官
し
な
か
っ
た
例
を

除
く
）
で
あ
る
。
九
条
家
八
人
・
二
条
家
六
人
・
一
条
家
三
人
・
鷹
司
家
三
人
・
近
衛
家
二
人
の
う
ち
、
早
逝
が
理
由
と
な
る
も
の
は
一

七
例
に
昇
る
。
こ
れ
に
病
弱
理
由
が
二
例
っ
け
加
わ
る
の
で
、
合
わ
せ
て
一
九
例
、
八
六
パ
ー
セ
ン
ト
は
健
康
上
の
理
由
で
摂
関
に
任
宮

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　
残
り
の
三
例
は
前
述
の
一
条
忠
香
・
二
条
治
孝
・
二
条
斉
信
の
場
合
で
、
寛
政
七
年
か
ら
安
政
三
年
ま
で
、
一
条
忠
良
を
は
さ
ん
で
鷹

司
政
煕
と
政
通
の
異
例
に
長
期
に
わ
た
っ
た
摂
関
任
官
五
二
年
間
に
よ
っ
て
、
三
名
の
摂
関
任
官
が
阻
止
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、

一
条
忠
香
ら
三
名
に
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
第
四
条
の
「
無
二
其
器
用
一
」
き
が
た
め
に
鷹
司
政
通
ら
の
長
期
任
官
に
結
果
し
た
と
理
解
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表6　五摂家摂関任官最老年例

43才～56才

55才～56才

62才～71才

59才～65才

46才～55才

60才・一　64才

35才～68才

近衛　基煕

　　　忠煕

九条　尚実

　　　尚忠

一条　兼香

二条　昭実

鷹司　政通

（一

ｵ
九
一
）
鷹
司
輔
平
が
辞
し
た
あ
と
、

宣
下
を
激
し
く
幕
府
側
に
要
求
し
た
際
、
鷹
司
輔
平
・
政
煕
の
父
子
を
除
く
、
多
数
の
公
家
が
群
議
を
し
、
幕
府
に
強
硬
に
尊
号
宣
下
を
要

　
（
7
）

求
し
た
。
幕
府
側
は
、
こ
れ
を
拒
み
、
中
山
愛
親
・
正
親
町
公
明
ら
を
処
罰
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
こ
の
尊
号
一
件
の
際
の
幕
府
寄

り
の
態
度
を
と
っ
た
鷹
司
家
に
対
す
る
幕
府
の
信
任
が
、
以
後
の
鷹
司
政
煕
・
政
通
の
長
期
任
官
の
原
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
尊
号
一
件
は
そ
れ
ま
で
存
続
し
た
五
摂
家
の
摂
関
任
官
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
も
の
と
言
え
、
こ
の
点
か
ら

も
尊
号
一
件
は
、
綱
吉
政
権
以
来
の
朝
廷
を
幕
府
に
協
調
さ
せ
る
時
代
の
終
焉
に
な
っ
た
朝
幕
関
係
の
一
つ
の
画
期
で
あ
る
と
考
え
る
こ

　
　
　
　
（
8
）

と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
鷹
司
政
通
の
長
期
任
官
後
、
安
政
三
年
以
降
は
、
五
摂
家
に
よ
る
摂
関
任
官
の
先
任
順
の
方
式
は
崩
れ
、
親
幕

府
・
反
幕
府
の
政
治
性
が
も
ろ
に
任
官
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
第
五
条
コ
、
器
用
之
御
仁
体
、
錐
レ
被
レ
及
二
老
年
一
、
三
公
摂
関
不
レ
可
レ
有
二
辞
表
一
可
レ
有
二
再
任
一
事
」

に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
こ
の
箇
条
は
第
四
条
に
引
続
き
、
摂
家
を
対
象
に
し
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
摂
関

す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
検
討
を
試
み
よ
う
。

　
摂
関
の
任
官
は
、
五
摂
家
各
当
主
が
先
任
順
に
交
互
に
行
な
わ
れ
る
の
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
あ
り

方
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
型
は
、
江
戸
時
代
の
前
半
期
に
は
、
お
よ
そ
守
ら
れ
て
い
た
。
し
か
る

に
、
江
戸
時
代
の
後
半
期
（
元
文
期
以
降
）
に
な
る
と
、
九
条
・
二
条
両
家
当
主
の
早
逝
が
多
く
な
っ
て
、

両
家
の
摂
関
任
官
が
稀
に
な
る
。
さ
ら
に
天
明
期
以
降
の
近
衛
家
当
主
の
相
っ
ぐ
早
逝
が
合
わ
さ
っ
て
、

一
条
・
鷹
司
両
家
の
摂
関
が
多
く
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
鷹
司
政
煕
・
政
通
の
父
子
が

五
二
年
間
も
摂
関
に
あ
り
続
け
た
の
だ
が
、
そ
の
異
例
の
任
官
は
偶
然
の
客
観
状
況
の
他
に
も
何
か
理

由
が
求
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
寛
政
期
の
尊
号
一
件
で
あ
る
。
寛
政
三
年

　
　
　
一
条
輝
良
が
関
白
と
な
っ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
閑
院
宮
典
仁
親
王
へ
の
尊
号
（
太
上
天
皇
号
）
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「禁中並公家諸法度」についての一考察

任
官
は
、
摂
家
に
独
占
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
に
摂
関
任
官
は
鷹
司
家
の
五
四
歳
を
除
く
他
の
四
家
は
皆
、
平
均
し
て
四

十
代
で
摂
関
任
官
を
終
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
老
年
に
及
ん
だ
例
を
前
掲
表
五
摂
家
各
家
か
ら
抜
き
出
す
と
表
6
の
よ
う
に
な
る
。
と
く

に
、
六
十
歳
を
越
え
た
場
合
を
検
討
の
対
象
に
す
る
と
、
九
条
尚
忠
は
、
幕
末
の
政
局
に
よ
っ
て
任
官
が
左
右
さ
れ
た
時
期
の
も
の
。
九

条
尚
実
は
相
継
ぐ
当
主
の
早
逝
の
後
に
随
心
院
門
跡
か
ら
還
俗
し
て
相
続
し
た
も
の
で
、
高
齢
か
ら
出
発
し
て
権
大
納
言
・
三
公
を
歴
任

し
た
末
の
異
例
の
任
官
で
あ
っ
た
。
二
条
昭
実
は
次
に
述
べ
る
再
任
の
た
め
の
老
年
で
あ
っ
た
。
第
五
条
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
鷹
司
政
通

の
み
が
、
老
年
に
及
ん
だ
例
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
鷹
司
政
通
の
長
期
任
官
は
特
殊
な
例
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
次
に
再
任
の
例
は
、
先
述
の
よ
う
に
対
象
時
期
を
元
和
元
年
以
降
に
限
定
す
る
と
、
二
条
昭
実
（
元
和
元
年
～
同
五
年
）
．
九
条
忠
栄

（
幸
家
）
（
元
和
五
年
～
同
九
年
）
・
一
条
兼
遽
（
昭
実
）
（
正
保
四
年
～
慶
安
四
年
）
の
三
例
に
な
る
。
な
お
左
大
臣
の
再
任
例
は
慶
長
六
年
～

同
十
年
の
近
衛
信
歩
の
例
が
あ
る
が
元
和
元
年
以
降
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
て
、
関
白
再
任
の
三
例
は
慶
安
四
年
以
前
で
あ
り
、
そ
れ
以
降

は
一
例
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
四
代
将
軍
家
綱
以
降
は
再
任
関
白
の
例
は
な
い
。
関
白
再
任
を
人
物
本

位
の
任
官
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
三
代
家
光
の
時
代
と
と
も
に
終
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　
さ
て
次
に
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
第
三
条
に
関
し
て
、
清
華
家
と
大
臣
家
に
つ
い
て
、
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
検
討
を
加
え
る
。

　
清
華
家
（
九
家
）
は
、
大
臣
に
昇
り
太
政
大
臣
を
前
途
と
す
る
、
と
橘
嘉
樹
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
は

い
か
が
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
ず
、
清
華
九
家
で
太
政
大
臣
に
昇
進
し
た
例
が
あ
る
か
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
例
は
無
い
。
そ
れ
に

次
ぐ
左
大
臣
任
官
例
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
表
7
「
清
華
家
左
大
臣
任
官
例
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
清
華
九
家
の
う
ち
、
花
山
院
．

三
条
・
西
園
寺
・
徳
大
寺
・
大
炊
御
門
・
醍
醐
の
六
家
に
左
大
臣
任
官
例
は
あ
る
が
、
久
我
・
今
出
川
・
広
幡
三
家
に
は
、
そ
の
例
が
無

い
。
近
世
の
期
間
、
九
家
の
当
主
の
延
人
数
は
一
〇
〇
名
に
達
す
る
が
、
表
の
よ
う
に
清
華
家
歴
代
当
主
の
一
割
の
一
〇
人
の
み
が
左
大

臣
に
ま
で
栄
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
言
え
る
。
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年　令

75才

63～64才

63～65才

67～68才

63～64才

58～59才

67才

66才

63才

70～71才

期間

4日

1年3月

1年8月

1年1月

1年3月

1年1月

1日

銅
瑚
用

表7　清華家左大臣任官例

任官～辞官年月日

寛永9年12月24日～同　28日

万治3年正月13日～同4年4月1日

万治4年5月24日～寛文3年正月12日

寛文7年4月8日～寛文8年5月27日

寛文8年9月1日～寛文9年12月12日

寛文10年4月7日～寛文11年5月4日

元禄17年正月10日～同　11日

正徳5年3月12日～同　8月12日

延享2年2月29日～同　3月22日

寛延元年12月27日～寛延2年2月2日

名姓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

花山院家雅（定煕

三条　実秀

花山院定好

西園寺実晴

徳大寺公信

大炊御門経敦（孝

大炊御門経光

三条　実通（治）

西園寺致季

醍醐　昭］（冬煕

　
ち
な
み
に
、
清
華
家
で
右
大
臣
ま
で
任
官
し
た
人
数
は
二
〇
人
で
、
左
大
臣
ま
で
昇
っ
た

一
〇
人
を
合
わ
せ
三
〇
人
と
な
る
が
、
そ
の
中
に
広
幡
家
は
一
人
も
い
な
い
。
ま
た
、
内
大

臣
ま
で
任
官
で
き
た
人
数
は
二
二
人
で
あ
り
、
合
計
五
二
人
が
内
大
臣
以
上
に
任
官
で
き
た

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
清
華
家
は
、
二
人
に
一
人
の
割
で
内
大
臣
以
上
に
昇
進
で
き
た
。

　
さ
て
、
清
華
家
左
大
臣
任
官
例
に
話
し
を
戻
す
と
、
表
の
よ
う
に
そ
の
任
官
の
期
間
は
、

一
日
や
四
日
の
例
は
特
別
と
し
て
も
、
長
く
と
も
一
年
八
ヵ
月
で
、
一
〇
人
の
平
均
任
官
期

間
は
八
ヵ
月
余
と
短
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
年
齢
は
平
均
す
る
と
六
五
歳

余
に
な
り
、
老
齢
に
な
っ
て
、
名
誉
官
的
に
平
均
八
ヵ
月
余
の
短
期
間
、
左
大
臣
に
任
官
さ

れ
る
と
い
う
性
格
に
思
え
る
。
例
え
ば
表
の
1
花
山
院
定
煕
の
場
合
、
寛
永
六
年
以
来
左
大

臣
で
あ
っ
た
一
条
兼
遽
が
寛
永
九
年
十
二
月
二
四
日
に
左
大
臣
を
辞
し
た
、
そ
の
日
に
花
山

院
定
煕
（
七
五
歳
）
が
任
官
し
、
四
日
後
の
二
八
日
に
辞
官
し
た
あ
と
は
、
二
条
康
道
（
二
六

歳
）
が
左
大
臣
と
な
っ
て
寛
永
十
四
年
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
花
山
院
の
左
大
臣
任
官

が
名
誉
任
官
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
こ
の
例
や
7
大
妙
御
門
経
光
の
一
日
の
例
は
、

そ
の
端
的
な
表
わ
れ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
概
括
的
に
は
右
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
清
華
家
の
左
大
臣
任
官
で
あ
る
が
、

そ
の
任
官
時
期
に
見
過
す
こ
と
の
で
き
な
い
特
徴
が
あ
る
の
に
気
付
く
。
前
述
の
よ
う
に
ー

の
例
は
高
齢
の
四
日
間
と
い
う
単
発
の
名
誉
任
官
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
2
～
6
の
五
名
の

任
官
は
、
一
人
が
辞
官
す
る
と
間
も
な
く
引
継
ぐ
よ
う
に
次
の
清
華
家
が
任
官
す
る
、
と
い

18



「禁中並公家諸法度」についての・一・一考察

　　　　　　　　表8五清華家内大臣・右大臣任官例

内大臣任官～辞官年月日 右大臣任官～辞官年月日

慶安5年9月17日～
　　　　　承応2年2月3日
承応2・11・14～同3・6・12

同3・6・17～同3・12・28
万治3・正・　13　・一同4・5・26

寛文3・2。6～同4・2・22

正保5年閏正月20日～
　　　　　　　　慶安元年12月13日

慶安2・2・25～同2・9・30
同2・12・2～同3・閏10・23

承応4・正・25～明暦2・5・2

明暦2・6・1～同2・12・1

2　三条実秀

3

4

5

6

花山院定好

西園寺実晴

徳大寺公信
大炊御門経敦

う
よ
う
に
連
続
に
近
い
か
た
ち
で
、
各
当
主
が
一
年
数
ヶ
月
の
期
間
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
の
2
～
6
の
ま
と
ま
っ
た
期
間
が
終
わ
っ
て
、
7
の
大
炊
御
門
経
光
の
例
は
ー
と
同
様
、
高
齢
か
つ

僅
か
一
日
の
名
誉
任
官
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
8
～
1
0
も
一
ヶ
月
と
五
ヶ
月
の
任
官
期
間
か
ら
す
る
と
、

実
質
的
に
左
大
臣
と
し
て
、
五
摂
家
の
上
位
に
位
置
し
て
朝
議
に
重
き
を
な
す
と
い
う
も
の
で
は
な
い
名

誉
任
官
的
色
彩
が
強
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
1
0
の
醍
醐
冬
煕
の
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
の
例
を
最
後
に
、
幕
末
ま
で
約
一
二
〇
年
間
、

清
華
家
の
左
大
臣
任
官
の
例
は
無
い
。
以
後
、
左
大
臣
は
す
べ
て
五
摂
家
に
独
占
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
逆
に
、
2
～
6
の
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
か
ら
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
ま
で
の
十
年
余
り
は
、

な
ぜ
摂
家
に
よ
る
左
大
臣
独
占
が
な
ら
ず
、
清
華
家
の
左
大
臣
任
官
が
果
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
江
戸
時

代
全
体
を
通
し
て
、
摂
家
に
よ
る
左
大
臣
独
占
の
続
く
中
、
こ
の
寛
文
期
の
お
よ
そ
十
年
間
は
、
や
は
り

特
別
な
期
間
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
そ
の
時
期
の
特
徴
を
検
討
す
る
の
は
、
多
く
の
視
点
か
ら
総
合
的
に
行
な
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
今

の
段
階
で
は
そ
れ
も
叶
わ
ぬ
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
検
討
に
必
要
と
思
わ
れ
る
素
材
の
み
を
示
し
て

お
き
た
い
。
ま
ず
、
2
～
6
の
清
華
家
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
納
言
・
内
大
臣
・
右
大
臣
を
歴
任
し

た
後
に
左
大
臣
に
昇
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
五
摂
家
に
よ
る
三
公
独
占
の
時
期
が
多
く
存
在
す
る
中
で
、

2
～
6
の
清
華
家
は
内
大
臣
や
右
大
臣
に
も
任
官
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
場
合
も
、
前
述
の
左
大
臣
任
官

時
の
特
徴
と
同
様
に
、
五
清
華
家
は
引
継
ぐ
よ
う
な
形
で
入
れ
代
わ
り
任
官
さ
れ
て
い
る
。

　
特
に
三
条
実
秀
・
花
山
院
定
好
・
西
園
寺
実
晴
の
三
人
は
、
表
8
の
よ
う
に
正
保
五
年
（
一
六
四
八
）
閏
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正
月
か
ら
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
閏
十
月
ま
で
、
継
続
し
て
内
大
層
臣
を
占
め
、
さ
ら
に
、
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
九
月
か
ら
承
応
三
年

（一

Z
五
四
）
十
二
月
ま
で
右
大
臣
を
引
継
ぎ
任
官
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
人
の
清
華
家
が
内
大
臣
・
右
大
臣
に
連
続
し
て
任
官
さ
れ
た
合

計
六
年
欄
は
、
摂
家
に
よ
る
三
公
独
占
は
な
ら
ず
、
必
ず
内
大
臣
か
右
大
臣
に
こ
の
清
華
家
三
人
の
う
ち
誰
か
一
人
が
加
わ
っ
て
い
る
状

態
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
正
保
五
年
か
ら
承
応
三
年
ま
で
の
時
期
の
天
皇
は
後
光
明
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
摂
家
に
よ
る
三
公
独
占
・
摂
家

偏
重
を
避
け
よ
う
と
し
た
後
光
明
天
皇
の
意
志
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
次
の
史
料
を
併
わ
せ
て
判
断
し
た
こ
と
で
あ
る
。
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
五
月
二
十
一
日
付
の
右
大
臣
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

条
内
房
の
日
記
（
「
兼
輝
公
記
」
三
）
を
見
て
頂
き
た
い
。

　
廿
一
日
終
日
雨
降

　
依
二
灸
治
之
揮
一
不
レ
参
二
鎮
守
社
一
齢
捌
忠

　
依
レ
召
辰
刻
参
内
、
殿
下
、
左
相
府
参
内
有
二
官
位
評
議
事
↓
於
二
小
御
所
一
有
二
其
儀
↓
任
人
不
レ
能
レ
記
レ
之
事
了
申
斜
退
朝
、
今
日
三
位
少

　
将
冬
基
卿
被
レ
転
二
任
左
中
将
一
云
々
　
即
自
二
早
朝
一
被
レ
来
二
愚
亭
一
聞
二
勅
許
之
告
噛
被
二
参
内
一
了
、
内
大
臣
依
レ
非
二
摂
家
一
任
二
近
例
一
不
二

　
参
内
噛
其
趣
注
二
子
左
一

　
　
抑
近
例
凡
家
錐
レ
為
二
丞
相
之
当
官
↓
不
レ
列
二
議
定
席
↓
是
太
背
二
先
例
↓
違
二
道
理
一
近
至
二
干
天
正
・
文
禄
一
於
二
丞
相
一
者
不
レ
分
二
執
柄
家

　
凡
家
一
預
二
勅
問
一
列
二
議
席
↓
至
二
元
和
・
寛
永
一
摂
家
属
二
権
威
一
太
卑
二
凡
家
一
且
凡
家
丞
相
当
官
間
為
二
須
輿
一
伍
不
レ
列
二
議
席
↓
自
レ
是
為
二

　
流
例
一
然
而
後
光
明
院
依
二
豪
傑
一
諸
事
興
二
絶
政
↓
価
西
園
寺
入
道
左
府
為
二
右
大
臣
一
時
毎
度
預
二
勅
問
一
其
已
後
亦
復
二
非
義
噛
至
レ
今
無
二

　
被
レ
改
期
↓
剰
錐
一
一
一
上
一
凡
家
者
不
レ
預
レ
之
一
上
不
レ
預
二
朝
議
一
太
背
二
先
例
一
且
違
二
道
理
噛
宮
中
大
小
事
悉
一
上
奉
行
、
然
一
上
不
レ
預
二

　
任
官
之
評
誠
一
不
レ
及
レ
論
之
事
也
、
僕
錐
レ
為
二
丞
相
一
年
未
長
且
多
二
上
首
一
間
、
先
籍
口
了
、
後
日
昇
二
執
柄
一
後
再
三
納
二
諌
言
一
可
二
再

　
興
一
而
已
、
　
　
　
　
一
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延
宝
七
年
五
月
一
＝
日
の
官
位
評
議
に
参
内
し
た
の
は
、
関
白
鷹
司
房
輔
・
左
大
臣
近
衛
基
煕
と
右
大
臣
一
条
内
房
（
兼
輝
）
の
摂
家
三

人
だ
け
で
、
清
華
家
の
内
大
臣
大
炊
御
門
経
光
は
摂
家
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
近
例
に
ま
か
せ
て
参
内
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
摂
家
以
外

の
大
臣
が
官
位
評
議
に
あ
ず
か
ら
な
い
近
例
に
っ
い
て
、
日
記
の
主
で
あ
る
右
大
臣
一
条
内
房
は
次
の
よ
う
に
考
え
を
記
し
て
い
る
。

　
近
例
で
は
、
凡
家
（
摂
家
以
外
）
は
大
臣
の
官
に
あ
ろ
う
と
も
議
定
の
席
に
列
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
の
先
例
に
背

く
し
、
道
理
に
も
違
う
こ
と
で
あ
る
。
近
く
は
天
正
～
文
禄
期
に
至
る
ま
で
、
大
臣
は
摂
家
と
そ
の
他
の
公
家
と
を
分
け
ず
に
、
勅
問
に

預
り
評
議
の
席
に
列
し
た
。
し
か
る
に
元
和
～
寛
永
期
に
至
り
、
摂
家
が
権
威
が
ま
し
く
な
り
、
そ
の
他
の
公
家
を
卑
し
ん
だ
。
摂
家
以

外
が
大
臣
の
官
に
あ
る
期
間
が
短
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
議
席
に
列
さ
な
い
こ
と
が
流
例
と
な
っ
た
。
然
る
に
、
後
光
明
天
皇
は
「
豪
傑
」

で
あ
っ
た
の
で
、
政
を
諸
事
興
絶
し
た
。
よ
っ
て
、
摂
家
以
外
の
西
園
寺
実
晴
が
右
大
臣
の
時
、
西
園
寺
は
毎
度
、
後
光
明
天
皇
の
勅
問

に
預
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
後
光
明
天
皇
の
後
は
ま
た
非
義
に
復
し
今
に
至
っ
て
い
る
。
あ
ま
つ
さ
え
一
の
上
す
な
わ
ち
左
大
臣
と
い
え

ど
も
摂
家
以
外
で
は
朝
議
に
列
せ
な
い
の
は
道
理
に
反
す
る
。
宮
中
の
大
小
の
事
は
こ
と
ご
と
く
左
大
臣
が
奉
行
す
る
の
で
あ
る
q
自
分

（一

�
燒
[
）
は
大
臣
で
あ
る
と
い
え
ど
も
、
年
長
で
は
な
い
し
、
か
つ
上
位
者
が
多
い
の
で
、
ま
ず
は
口
を
閉
ざ
し
て
お
く
。
後
日
、
自

分
が
摂
関
に
昇
っ
た
後
で
、
摂
家
以
外
の
凡
家
も
、
大
臣
は
朝
議
に
加
わ
る
こ
と
を
再
興
す
る
。

　
以
上
が
右
大
臣
一
条
の
主
張
で
あ
る
。
摂
家
で
あ
る
こ
と
が
何
よ
り
優
先
さ
れ
、
た
と
え
左
大
臣
で
あ
ろ
う
と
も
摂
家
で
な
け
れ
ぽ
朝

議
に
預
か
れ
ぬ
よ
う
な
現
在
（
延
宝
七
年
）
の
状
態
に
、
一
条
は
批
判
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
摂
家
偏
重
は
、
元
和
・
寛
永
期
か

ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
後
光
明
天
皇
の
時
代
に
は
、
こ
れ
に
抗
し
て
、
清
華
家
の
西
園
寺
実
晴
を
重
用
し
た
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
九
月
二
十
日
、
後
光
明
天
皇
は
突
然
病
死
し
た
。
後
継
の
後
西
天
皇
時
代
も
徳
大
寺
公
信
・
大
炊
御
門
経
敦
を

加
え
た
清
華
家
五
人
を
三
公
に
つ
け
た
。
そ
の
延
長
上
に
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
ま
で
の
、
清
華
家
の
左
大
臣
任
官
を
位
置
づ
け
る
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年　令

66才

71才

期間

3月

　　3日

表9大臣家右大臣任官例

任官～辞官年月日

寛永17年6月24日～同年10月4日

元文3年8月16日～同　　月19日

名姓

1　三条西実条

2　中院通躬

年令期間

表10大臣家内大臣任官例

任官～辞官年月日名娃

1　三条西実条 寛永6年11月6日～同8年12月6日 2年1月 55才～57才

2　中院　通村 正保4年7月28日～同　年11月18日 4月 60才

3　　　通茂 元禄17年2月23日～同　　　月26日 3日 74才

4　　　通躬 享保11年9月18日～同　　　月21日 3日 59才

こ
と
が
出
来
よ
う
。
後
光
明
天
皇
の
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
か
ら
霊
元
天
皇
の
寛
文
十

一
年
ま
で
、
こ
の
二
十
年
余
り
の
間
は
、
清
華
家
が
三
公
の
い
ず
れ
か
を
占
め
て
い
る

こ
と
の
多
い
期
間
で
、
そ
こ
に
は
、
後
光
明
天
皇
に
よ
る
、
摂
家
偏
重
に
と
ら
わ
れ
な

い
公
家
登
用
の
意
図
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
次
に
、
大
臣
家
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
近
世
の
大
臣
家
三
家
（
中
院
・
三
条

西
・
正
親
町
三
条
）
の
歴
代
当
主
は
、
の
べ
二
六
人
を
数
え
る
が
、
そ
の
う
ち
表
9
・

表
1
0
の
よ
う
に
、
大
臣
家
で
右
大
臣
に
任
官
し
た
の
は
二
例
、
ま
た
内
大
臣
に
任
官
し

た
例
は
、
右
大
臣
に
な
っ
た
二
人
の
他
に
二
例
あ
る
の
み
で
あ
る
。
左
大
臣
や
太
政
大

臣
任
官
は
無
い
。
橘
嘉
樹
は
コ
ニ
条
西
は
右
大
臣
に
進
み
」
と
記
し
、
ま
た
「
正
親
町

三
条
と
中
院
は
内
府
を
先
途
と
し
給
ふ
」
と
も
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
は
表
に
見

る
よ
う
に
、
右
大
臣
任
官
は
三
条
西
と
中
院
に
一
人
づ
っ
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
期
間

の
短
か
さ
か
ら
し
て
、
高
年
齢
に
お
け
る
名
誉
任
官
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
内
大
臣
任
官
に
つ
い
て
は
、
橘
嘉
樹
の
言
う
よ
う
な
、
正
親
町
家
の
任
官
は

一
例
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
表
1
0
の
内
大
臣
任
官
の
四
例
の
う
ち
、
三
条
西
実
条
だ
け

は
、
年
齢
と
期
間
の
長
さ
か
ら
、
名
誉
的
な
形
式
だ
け
の
任
官
と
は
思
わ
れ
ず
、
実
質

的
に
内
大
臣
と
し
て
そ
の
任
を
果
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
概
括
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
摂
家
の
三
公
独
占
の
期
間
が
多
く
あ
る
中
、
時
々
の
間

隙
を
ぬ
う
よ
う
に
清
華
家
の
大
臣
が
、
そ
し
て
さ
ら
に
ま
た
稀
少
な
例
と
し
て
大
臣
家
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の
大
臣
任
官
が
見
ら
れ
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

　
で
あ
る
な
ら
な
お
さ
ら
、
三
条
西
実
条
の
例
外
的
な
二
年
余
り
の
内
大
臣
任
官
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、

ら
三
条
西
実
条
が
内
大
臣
に
二
年
余
も
就
け
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
今
後
に
取
組
む
必
要
の
あ
る
課
題
と
な
ろ
う
。

い
か
な
る
理
由
か

お
わ
り
に

　「禁中並公家諸法度」についての一考察

ε注 　
江
戸
時
代
（
元
和
元
年
～
慶
応
三
年
）
の
摂
家
・
清
華
家
・
大
臣
家
に
つ
い
て
、
『
公
卿
補
任
』
を
通
し
た
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、

一
般
的
な
傾
向
の
中
で
、
特
殊
な
例
の
幾
つ
か
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
摂
家
に
関
し
て
、
再
任
の
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
慶
安
四
年

（一

Z
五
一
）
以
降
の
摂
関
任
官
は
、
五
摂
家
当
主
の
先
任
順
に
交
代
で
行
な
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
寛
政
年
間
以
降
の
鷹
司

政
煕
、
政
通
父
子
の
異
例
の
長
期
任
官
に
よ
っ
て
崩
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
清
華
家
に
つ
い
て
言
え
ぽ
、
摂
家
に
独
占
さ
れ
る

傾
向
に
あ
っ
た
左
大
臣
に
、
合
わ
せ
て
十
名
だ
け
が
任
官
さ
れ
た
。
特
に
時
期
的
に
は
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
～
寛
文
十
一
年
（
一
六

七
一
）
の
二
十
年
余
り
は
、
清
華
家
の
誰
か
が
三
公
に
任
官
さ
れ
て
い
る
特
殊
な
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
大
臣
家
に
っ
い
て

は
、
殆
ど
見
ら
れ
ぬ
三
公
任
官
の
中
で
、
寛
永
期
の
三
条
西
実
条
の
内
大
臣
・
右
大
臣
任
官
が
特
筆
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
い
ず
れ
も
基
礎
的
・
表
面
的
な
考
察
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
望
ま
れ
る
の
は
幕
府
の
朝
廷
統
制
策
の

全
体
の
枠
組
み
を
押
え
た
上
で
、
各
時
期
の
政
治
状
況
・
社
会
状
況
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
特
殊
例
を
多
面
的
に
検
討
し
て
理
解
を
深
め
る

こ
と
で
あ
る
。
今
後
に
課
題
は
引
き
っ
が
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

朝
尾
直
弘
「
幕
藩
制
と
天
皇
」
（
『
大
系
日
本
国
家
史
　
3
近
世
』

東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
五
年
）
、
深
谷
克
己
「
近
世
の
将
軍
と
天
皇
」

（『

u
座
日
本
歴
史
　
近
世
2
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
五
年
）
・
「
領
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主
権
力
と
武
家
官
位
」
（
『
講
座
日
本
近
世
史
1
　
幕
藩
制
国
家
の
成

　
立
』
有
斐
閣
一
九
八
一
年
）
、
上
野
秀
治
「
徳
川
時
代
の
武
家
の
官
位
」

　
（
『
歴
史
公
論
』
一
〇
七
号
一
九
八
四
年
）
な
ど
の
他
に
、
藤
井
譲
治
「
日

本
近
世
社
会
に
お
け
る
武
家
の
官
位
」
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

　
「
国
家
－
理
念
と
制
度
ー
』
一
九
八
九
年
）
が
あ
る
。

（
2
）
例
え
ば
第
一
条
「
天
子
諸
芸
能
之
事
第
一
御
学
問
也
」
の
解
釈
も

十
分
に
定
ま
っ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
か
つ
て
高
校
教
科
書
で
家
永
三

郎
氏
は
「
幕
府
は
禁
中
並
公
家
諸
法
度
を
定
め
、
天
皇
に
は
政
治
に
関

　
係
の
な
い
学
芸
を
す
す
め
、
」
と
記
し
た
（
『
新
日
本
史
』
三
省
堂
一
九

　
七
四
年
）
。
こ
れ
に
対
し
、
尾
藤
正
英
氏
は
「
第
一
条
で
は
、
天
皇
を

政
治
的
行
動
か
ら
遠
ざ
け
て
学
問
に
専
念
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

　
が
、
そ
の
学
問
の
内
容
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
貞
観
政
要
」

　
と
か
「
寛
平
遺
誠
」
と
い
っ
た
、
す
べ
て
君
主
と
し
て
の
学
問
で
し
ょ

　
う
、
だ
か
ら
天
皇
が
政
治
的
な
君
主
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
君
主
ら
し
い
教
養
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
い

　
っ
て
い
る
。
」
（
座
談
会
「
武
家
政
権
と
政
治
的
存
在
と
し
て
の
天
皇
」

　
（
『
歴
史
公
論
』
一
〇
七
号
一
九
八
四
年
）
）
と
述
べ
対
立
し
た
解
釈
を
示

　
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
条
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
小
野
信
二
「
幕
府

　
と
天
皇
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
1
0
近
世
ω
』
一
九
六
三
年
）
は
「
関

　
白
三
公
・
親
王
・
前
官
の
大
臣
・
諸
王
（
儲
君
は
格
別
）
・
清
華
の
前
官

　
の
大
臣
と
い
う
順
序
に
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
『
大
日
本

　
史
料
第
十
二
編
之
二
十
二
』
所
載
の
「
禁
中
井
公
家
中
諸
法
度
」
第
二

条
」
第
ご
条
で
は
、
「
…
…
親
王
之
次
前
官
之
大
臣
、
三
公
在
官
之
内

　
者
、
為
親
王
之
上
、
辞
表
之
後
者
可
為
次
座
、
其
次
諸
親
王
、
但
儲
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

各
別
…
…
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
前
官
の
大
臣
の
次
座
は
「
諸
親
王
」

　
と
あ
る
。
小
野
信
二
氏
が
こ
れ
を
「
諸
王
」
と
解
釈
し
た
こ
と
は
一
つ

　
の
判
断
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、

　
こ
の
点
に
関
し
て
小
稿
第
一
章
の
よ
う
に
、
橘
嘉
樹
は
一
つ
の
解
釈
を

　
示
し
て
い
る
。

（
3
）
学
習
院
大
学
図
書
館
所
蔵
写
本
。
福
羽
美
静
家
に
伝
わ
っ
た
も
の

　
で
、
大
正
三
年
頃
子
爵
福
羽
逸
人
氏
に
よ
っ
て
寄
贈
さ
れ
た
。

（
4
）
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
二
年
）
第
三
、
四
、

五
篇
を
用
い
た
。

（
5
）
　
『
国
史
大
辞
典
2
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
〇
年
）
鈴
木
敬
三
執
筆

　
「
大
塚
嘉
樹
」
。

（
6
）
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。

（
7
）
「
尊
号
廷
議
一
件
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
本
）
。

（
8
）
拙
稿
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
一
九
号
一

九
八
九
年
）
。

（
9
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
本
。

（
付
記
）
第
二
章
の
『
公
卿
補
任
』
の
分
析
に
は
、
荒
井
絵
理
・
小
久
保

京
子
両
氏
の
ほ
か
学
習
院
大
学
日
本
近
世
史
演
習
に
参
加
し
た
学
生
諸
君

の
御
協
力
が
あ
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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